
四日市市告示３４９号 

  

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規定により、平成１

４年四日市市告示第２０５号で認可した地縁による団体から告示事項変更の届出があった

ので、同条第１０項の規定により次のとおり告示する。 

 

  令和３年５月６日 

 

                          四日市市長  森  智 広 

１ 届出者 

  波木町第三自治会 

  代表者の氏名  青波 宏治 

  代表者の住所  四日市市波木町２２４０番地 

２ 変更事項 

  （１）旧事務所の住所 四日市市波木町２１８２番地 

     新事務所の住所 四日市市波木町２２４０番地 

     旧代表者の氏名 赤松 俊彦 

     新代表者の氏名 青波 宏治 

     旧代表者の住所 四日市市波木町２１８２番地 

     新代表者の住所 四日市市波木町２２４０番地 

 

（２）旧区域 

四日市市波木町字西亀ケ谷２０９１から２１３１まで、２１３６から２１２９ 

まで、波木町字谷口２１３０から２１４２まで、波木町字加登美２１４３の１ 

から２２３４まで、２２１７から２２３１まで、波木町字広瀬谷２２３８から 

２２４０まで、２２３５から２２４２まで 

新区域 

四日市市波木町字西亀ケ谷２０９１から２１３１まで、２１３６から２１２９ 

まで、波木町字谷口２１３０から２１４２まで、波木町字加登美２１４３の１ 

から２２３４まで、２２１７から２２３１まで、波木町字広瀬谷２２３８から 

２２４０まで、２２３５から２２４２まで、３９９の１、４００の１、４００ 

の２ 

 

３ 変更の年月日  

  令和３年４月１日 

４ 変更の理由 

  （１）事務所の移転及び代表者の任期満了に伴う変更 

  （２）区域追加のため 

 

 

（市民文化部市民生活課） 


